
平成２４年８月

外務省

外交記録公開

資料８



外務省は，昭和11年（1936年）から主要文書を編さん
した「日本外交文書」を公刊する等，主要外交文書の公
開に尽力。

昭和46年（1971年），外交史料館を開館。戦前期の文
書閲覧を開始。

昭和51年（1976年）から自主的取り組みとして戦後期
の文書についても公開を開始。昭和51年～平成20年末
まで，計21回，1万2千冊強の文書を公開。
原則として，作成後30年を経過した外交記録については，一部の例外（国の重大な利
益及び個人の利益が損なわれる場合）を除き，公開することとした。

公文書の一般的な非公開期間は，作成から30 年を超えないものとすべきとし，いわゆ
る「30年ルール」の元となった，国際公文書館会議（International Council on Archives, 
ICA)マドリード大会決議（1968年）等の国際的な流れを踏まえたもの。

（経緯）

外交記録公開の開始
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平成22年3月，岡田外務大臣（当時）の委嘱により設
置された有識者委員会は，４つのいわゆる「密約」に関
する検証を行い，報告書を公表。

その中で外交記録の管理と公開のあり方に関し，抜
本的な対策が必要であることを提言。

これを受け，岡田大臣（当時）を本部長とする外交記
録公開・文書管理対策本部が設置され，議論の結果，
平成22年5月，「外交記録の公開に関する規則」を新た
に制定。

（経緯）

外交記録公開規則の制定
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 外交記録公開規則は「外交記録が，国民共有の知的
資源として，主権者である国民が主体的に利用し得るも
のであることにかんがみ，作成・取得から３０年が経過し
た行政文書は公開するとの原則」を明記。
「（目的）
第１条 この規則は，外交記録が，国民共有の知的資源として，主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ，
作成・取得から３０年が経過した行政文書は公開するとの原則の下，外務省が保有する行政文書であって，作成又は取得から３０年
以上経過したもの及び保存期間が満了したもののうち歴史資料として重要なものを外務省大臣官房総務課外交史料館（以下「外交
史料館」という。）に移管し，一般に公開するための手続等を定めることを目的とする。」

外交記録公開は，外務省独自の取組。公開／非公開の判断は，公文書管理
法（利用制限事由について定めた第16条第1項第1号）に基づき行う。

政務レベルが委員長を務め，外部有識者が参加する外交記録公開推進委員
会において公開審査を実施（特に外交情報）。

（運用）
外交記録公開の30年公開原則

3



外交記録公開規則において，外交記録公開推進委員会の設置を規定。政務
レベルの関与により外交記録公開の推進力を高め，専門的知見を有する外部
有識者委員の参加により，審査の質を高め，透明性を更に向上。

（運用）外交記録公開推進委員会

構成

役割

開催実績

委員長：政務官，副委員長：事務次官
常任委員：関係局長及び有識者委員（河野通和「考える人」編集長，細谷雄一
慶応大学教授，宮城大蔵上智大学准教授）

第1回：平成22年6月17日（委員長：西村政務官(当時)）
第2回：平成22年10月8日（委員長：山花政務官(当時)）
第3回：平成22年12月21日（委員長：山花政務官(当時)）
第4回：平成23年5月30日（委員長：山花政務官(当時)）
第5回：平成23年10月14日（委員長：加藤政務官）
第6回：平成24年4月9日（委員長：中野政務官）

①多くの利用請求が見込まれる重要なファイル（特別審査対象ファイル）の特定。
②特別審査対象ファイルの移管・公開審査
③外交記録公開手続の迅速な遂行の指導・監督等
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作成・取得から30年が経過した約22,000冊のファイルを3～4年
で移管・公開（平成22年6月に岡田大臣（当時）が設定）。

委員会発足（平成22年5月）後，平成24年7月までに7,091冊を移
管・公開（沖縄返還交渉268冊，日米安保条約改定交渉23冊等）。

公文書管理法の施行を受け，平成23年4月に「通常審査」を導
入。
平成23年10月以降，作業を加速化した結果，平成23年11月か
ら本年7月までに5,575冊を移管・公開。

（運用）

外交記録公開の実績及び目標

目標

公開実績

作業の加速化
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平成２４年８月

年月日 件名 ファイルの公開冊数 ファイルの主要テーマ

平成２２年　６月１７日
外交記録公開推進委員会第１回会合
（委員長：西村政務官（当時））

　　　　　　７月　７日
外交記録ファイルの公開

３７冊 沖縄返還交渉，日米安全保障条約改定交渉

　　　　　１０月　８日
外交記録公開推進委員会第２回会合
（委員長：山花政務官（当時））

　　　　１１月２６日 外交記録ファイルの公開 ５８２冊
沖縄返還交渉，日米貿易経済合同委員会，日米繊維交渉
ヴィエトナム紛争等

　　　　１２月２１日
外交記録公開推進委員会第３回会合
（委員長：山花政務官（当時））

　　　　１２月２２日 外交記録ファイルの公開 ２９１冊 沖縄返還交渉，日米安全保障条約改定交渉，ＵＮＣＴＡＤ等

平成２３年　２月１８日
外交記録ファイルの公開

６０６冊
沖縄返還交渉，日米繊維交渉，ヴィエトナム紛争，カンボディア問題等

　　　　　５月３０日
外交記録公開推進委員会第４回会合
（委員長：山花政務官（当時））

　

　　　　１０月１４日
外交記録公開推進委員会第５回会合

（委員長：加藤政務官）

　　　　　１１月　９日
通常審査対象ファイルの公開（第１回）

５２３冊 ＵＮＣＴＡＤ，ＥＳＣＡＰ，ＩＬＯ等

　　　　　１２月　７日 通常審査対象ファイルの公開（第２回） １，０４２冊
ＵＮＥＳＣＯ，ＯＥＣＤ，ＩＬＯ，国公賓等訪日，ＥＳＣＡＰ，海洋
法，日本万国博覧会等

　　　　１２月２２日 特別審査対象ファイルの公開 １２６冊
沖縄返還交渉，日中国交正常化，日米貿易経済合同委員会，日米繊維交
渉等

平成２４年　３月２９日 通常審査対象ファイルの公開（第３回） １，８０２冊 国際会議・条約（漁業等），ＥＣ，ＵＮＥＳＣＯ，ＧＡＴＴ等

４月　９日
外交記録公開推進委員会第６回会合

（委員長：中野政務官）

平成２４年　５月３１日 通常審査対象ファイルの公開（第４回） １，０５８冊 対米貿易合同委員会，諸外国との経済・貿易関係，諸外国政治・経済等

７月３１日 特別審査対象ファイルの公開 ７６冊
沖縄返還交渉，日中国交正常化，サミット，日米貿易経済合同委員会，
日米繊維交渉等

　 通常審査対象ファイルの公開（第５回） ９４８冊
諸外国との経済・貿易関係，諸外国政治・経済，国連，諸外国王室訪日
等

平成２２年５月～平成２４年７月末の累計：
　　　　　　　　　　　　　　　　７，０９１冊
（平成２３年１１月～平成２４年７月末の累計：
　　　　　　　　　　　　　　　　５，５７５冊）

外交記録公開の実績（平成２２年５月～）
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○
外
務
省

訓
令

第
６
号
 

 
外
交
記

録
公

開
に
関

す
る

規
則
の

全
部

を
改

正
す

る
訓

令
を

次
の

よ
う

に
定

め
る

。
 

 
 
平
成

２
３

年
４
月

１
日
 

外
務

大
臣

 
松

本
 
剛

明
 

 
 
 
外

交
記

録
公
開

に
関

す
る
規

則
 

 
（
目
的

）
 

第
１
条
 

こ
の

規
則
は

、
外

交
記
録

が
、
国

民
共

有
の

知
的

資
源

と
し

て
、
主

権
者

で
あ

る
国

民
が

主

体
的
に
利

用
し

得
る
も

の
で

あ
る
こ

と
に

か
ん

が
み

、
作

成
・
取

得
か

ら
３

０
年

が
経

過
し

た
行

政
文

書
は
公
開

す
る

と
の
原

則
の

下
、
外
務
省

が
保

有
す

る
行

政
文

書
で

あ
っ

て
、
作

成
又

は
取

得
か

ら
３

０
年
以
上

経
過

し
た
も

の
及

び
保
存

期
間

が
満

了
し

た
も

の
の

う
ち

歴
史

資
料

と
し

て
重

要
な

も
の

を
外
務
省

大
臣

官
房
総

務
課

外
交
史

料
館

（
以

下
「

外
交

史
料

館
」

と
い

う
。）

に
移

管
し

、
一

般
に

公
開
す
る

た
め

の
手
続

等
を

定
め
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

  
（
定
義

）
 

第
２

条
 
 
 
こ

の
規

則
に

お
い

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
定

義
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定

め
る
と
こ

ろ
に

よ
る
。
 

 
(１

)
 
 
行
政

文
書

 
 
外
務

省
の
職

員
が

職
務

上
作

成
し

、
又

は
取

得
し

た
文

書
（

図
画

及
び

電
磁

的

記
録

（
電

子
的

方
式

、
磁
気

的
方

式
そ
の

他
人

の
知
覚

に
よ

っ
て
は

認
識

す
る
こ

と
が

で
き

な

い
方

式
で

作
ら

れ
た

記
録
を

い
う

。
）

を
含

む
。

以
下
同

じ
。
）

で
あ

っ
て

、
外

務
省

の
職

員
が

組
織

的
に

用
い

る
も

の
と
し

て
、

外
務
省

が
保

有
し
て

い
る

も
の
を

い
う

。
た
だ

し
、

公
文

書

等
の
管
理

に
関

す
る
法

律
（
平

成
２
１

年
法

律
第

６
６

号
）（

以
下
「

公
文

書
管

理
法

」
と

い
う

。）

第
２
条
第

４
項

各
号
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。
 

(
２

)
 

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
 

外
務

省
に

お
け

る
能

率
的

な
事

務
又

は
事

業
の

処
理

及
び

行
政

文
書

の
適

切
な

保
存

に
資
す

る
よ

う
、
相

互
に

密
接
な

関
連

を
有
す

る
行

政
文
書

（
保

存
期

間

を
同
じ
く

す
る

こ
と
が

適
当

で
あ

る
も

の
に

限
る

。
）
を

一
の

集
合

物
に

ま
と

め
た

も
の

及
び

単

独
で
管
理

し
て

い
る
行

政
文

書
を

い
う

。
 

 
(３

) 
歴
史

公
文
書

等
 

歴
史
資

料
と

し
て

重
要

な
公

文
書

そ
の

他
の

文
書

を
い

う
。

 

 
(
４

)
 

特
定

歴
史

公
文

書
等

 
外

交
史

料
館

に
移

管
さ

れ
た

歴
史

公
文

書
等

及
び

外
務

省
大

臣
官

房
総
務
課

外
交

史
料
館

利
用

等
規

則
（

平
成

２
３

年
外

務
省

訓
令

第
４

号
）（

以
下
「

利
用

等
規

則
」
と
い

う
。）

第
２
条

第
１

項
の
規

定
に

よ
り

外
交

史
料

館
へ

寄
贈

又
は

寄
託

さ
れ

た
文

書
を

い
う
。
 

 
(
５

)
 

外
交

記
録

公
開

 
第

７
条

の
審

査
の

結
果

外
交

史
料

館
に

移
管

す
る

こ
と

と
な

っ
た

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
を

外
交
史

料
館

に
移
管

し
、

特
定
歴

史
公

文
書
等

と
し

て
一
般

の
利

用
に

供

す
る
こ
と

を
い

う
。
 

 
(６

) 
移
管

審
査
 

行
政

文
書
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

、
外

交
史

料
館

へ
の

移
管

、
廃

棄
又

は
保

存

期
間
の
延

長
の

う
ち
い

ず
れ

か
の

措
置

を
と

る
こ

と
を

決
定

す
る

こ
と

を
い

う
。
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(
７

)
 

公
開

審
査

 
移

管
審

査
に

お
い

て
外

交
史

料
館

に
移

管
す

る
こ

と
と

さ
れ

た
行

政
文

書

フ
ァ
イ
ル

等
に

つ
い
て

、
一

般
の
利

用
を

制
限

す
る

情
報

を
特

定
す

る
こ

と
を

い
う

。
 

 
 

 
（
外
交

記
録

公
開
推

進
委

員
会
）
 

第
３
条
 

外
交

記
録
公

開
の

円
滑
か

つ
迅

速
な

実
施

を
推

進
す

る
た

め
、
外

交
記

録
公

開
推

進
委

員
会

（
以
下
「

委
員

会
」
と

い
う

。
）
を

設
置

す
る

。
 

２
 
委
員

会
は

、
次
の

各
号

に
掲
げ

る
者

で
構

成
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
(１

) 
委
員

長
 

外
務
大

臣
が
指

定
す

る
外

務
副

大
臣

又
は

外
務

大
臣

政
務

官
 

 
(２

) 
副
委

員
長
 

事
務

次
官
 

 
(３

) 
常
任

委
員
 

官
房

長
、
外

務
報

道
官

、
総

合
外

交
政

策
局

長
、
国

際
法

局
長

、
国

際
情

報
統

括
官
又
は

こ
れ

ら
の
代

理
及

び
外
務

大
臣

が
意

見
を

聴
く

た
め

に
任

命
す

る
外

部
有

識
者

 

 
(
４

)
 

非
常

任
委

員
 

外
交

記
録

公
開

の
対

象
と

な
る

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
の

内
容

に
関

係
す

る
局

部
長

級
の

者
（

前
号
に

掲
げ

る
者
を

除
く

。
）
又

は
そ

の
代
理

及
び

外
務
大

臣
が

意
見

を

聴
く
た
め

に
任

命
す
る

外
部

有
識
者

 

３
 
外
交

記
録

公
開
推

進
委

員
会
事

務
局

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

者
で

構
成

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 
(１

) 
事
務

局
長
 

官
房

長
 

 
(２

) 
事
務

局
員
 

大
臣

官
房
総

務
課

長
、
外

交
記

録
・
情

報
公

開
室

長
、
外

交
史

料
館

長
及

び
記

録
官
 

４
 
委
員

会
は

、
定
期

的
に

開
催
す

る
ほ

か
、
委

員
長

が
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
臨

時
会

合
を

開
催

す
る
こ
と

が
で

き
る
。
 

５
 
委
員

会
は

、
次
に

掲
げ

る
事
務

を
つ

か
さ

ど
る

。
 

 
 
(
１

)
 

第
７

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

委
員

会
で

審
査

す
る

こ
と

と
な

っ
た

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
の
移
管

審
査

及
び
公

開
審

査
を
行

う
こ

と
。

 

 
(２

) 
第
７

条
の
手

続
に

よ
り
一

般
の

利
用

を
制

限
す

る
こ

と
と

し
た

情
報

の
う

ち
、
時

の
経

過
に

よ
り

利
用

制
限

を
解

除
す
る

可
能

性
が
あ

る
と

判
断
さ

れ
た

も
の
に

つ
い

て
、
時

の
経

過
を

勘

案
し
、
再

度
公

開
審
査

を
行

う
こ
と

。
 

 
(３

) 
大
臣

官
房
総

務
課

長
及
び

外
務

省
行

政
文

書
管

理
規

則
（

平
成

２
３

年
外

務
省

訓
令

第
３

号
）

（
以
下
「

行
政

文
書
管

理
規

則
」
と

い
う

。）
第

５
条

に
規

定
す

る
文

書
管

理
者
（

以
下

単
に
「

文

書
管
理
者

」
と

い
う

。）
の
公

開
手
続

の
迅

速
な

遂
行

を
指

導
及

び
監

督
す

る
こ

と
。

 

  
（

移
管

審
査

の
対
象

）
 

第
４
条
 

移
管

審
査
の

対
象

と
な
る

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
は

、
外

務
省

が
保

有
す

る
行

政
文

書
フ

ァ

イ
ル
等
の

う
ち

、
次
の

各
号

に
掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
 

 
(１

) 
有
期

限
の
保

存
期

間
が
設

定
さ

れ
て

い
る

も
の

 

 
(２

) 
無
期

限
の
保

存
期

間
が
設

定
さ

れ
て

い
る

も
の
（

常
用

の
も

の
を

除
く

。
）
の

う
ち

、
作

成
・

取
得
か
ら

３
０

年
以
上

経
過

す
る

も
の
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 （

移
管
基

準
）
 

第
５
条
 

移
管

審
査
は

、
行

政
文
書

管
理

規
則

別
表

第
２

を
踏

ま
え

て
行

う
。

 

  
（
公
開

基
準

）
 

第
６
条
 

公
開

審
査
は
、
外

務
省
外

交
史

料
館

に
お

け
る

公
文

書
管

理
法

に
基

づ
く

利
用

請
求

に
対

す

る
処

分
に

係
る

審
査

基
準

（
平

成
２

３
年

４
月

１
日

制
定

）
を

踏
ま

え
て

行
う

。
こ

の
場

合
に

お

い
て
、
情

報
の

一
般
の

利
用

の
制
限

は
、

必
要

最
小

限
の

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 （

審
査
手

続
）
 

第
７
条
 

第
４

条
に
規

定
す

る
行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
の

う
ち

本
省

が
保

有
す

る
も

の
の

審
査
（

通
常

審
査

）
の

手
続

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
次

項
の

特
別

審
査

に
付

さ
れ

る
行

政
文

書

フ
ァ
イ
ル

等
に

つ
い
て

は
、

次
項
に

定
め

る
手

続
に

従
っ

て
審

査
す

る
。

 

(
１

)
 
文

書
管

理
者
（
た
だ

し
、
行
政
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

が
行

政
文

書
管

理
規

則
第

１
６

条
に

基
づ

く

大
臣

官
房

総
務

課
長

の
集
中

管
理

の
下
に

あ
る

場
合
は

、
当

該
行
政

文
書

フ
ァ
イ

ル
等

を
大

臣

官
房

総
務

課
長

に
引

き
継
い

だ
文

書
管
理

者
を

い
う
。

本
条

及
び
第

９
条

に
お
い

て
「

主
管

文

書
管

理
者

」
と

い
う

。
）
は

、
大

臣
官
房

総
務

課
長
の

指
示

を
受
け

て
移

管
審
査

を
行

う
。

大

臣
官

房
総

務
課

長
は

、
当
該

主
管

文
書
管

理
者

が
行
っ

た
移

管
審
査

の
結

果
を
踏

ま
え

、
外

交

史
料
館
長

の
意

見
を
聴

取
し

た
上
で

、
移

管
審

査
の

結
果

に
つ

き
官

房
長

の
了

承
を

得
る

。
 

(
２

)
 
大

臣
官

房
総
務

課
長

は
、
官
房
長

の
了

承
を

得
た

移
管

審
査

の
結

果
を

委
員

長
及

び
外

務
大

臣

に
報

告
し

、
そ

の
了

承
を
得

る
。

移
管
審

査
の

結
果
に

つ
き

委
員
長

及
び

外
務
大

臣
が

了
承

し

な
い
場
合

に
は

、
外

務
大
臣
が

当
該

審
査

結
果

の
適

否
を

判
断

す
る

。
大

臣
官

房
総

務
課

長
は

、

委
員
長
及

び
外

務
大
臣

の
判

断
を
主

管
文

書
管

理
者

に
通

知
す

る
。

 

(
３

)
 
大

臣
官

房
総
務

課
長

は
、
前
号
の

審
査

に
よ

り
移

管
す

る
こ

と
が

適
当

と
判

断
さ

れ
た

行
政

文

書
フ
ァ
イ

ル
等

に
つ
い

て
委

員
会
に

報
告

す
る

。
 

(
４

)
 
大

臣
官

房
総
務

課
長

は
、
前
号
の

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
公

開
審

査
を

行
い

、
そ

の

結
果

に
つ

き
官

房
長

の
了
承

を
得

る
。
大

臣
官

房
総
務

課
長

は
、
官

房
長

の
了
承

を
得

た
審

査

結
果
を
主

管
文

書
管
理

者
に

通
知
す

る
。

 

(
５

)
 
大

臣
官

房
総
務

課
長

は
、
前
号
の

審
査

に
お

い
て

、
当

該
行

政
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

の
主

管
文

書

管
理
者
の

意
見

を
求
め

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

(
６

)
 
大

臣
官

房
総
務

課
長

は
、
第
４
号

の
審

査
の

過
程

に
お

い
て

、
一

部
の

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等

を
廃

棄
す

る
こ

と
が

適
当
と

判
断

し
た
場

合
は

、
主
管

文
書

管
理
者

及
び

外
交
史

料
館

長
の

意

見
を
聴
取

し
た

上
で

、
当
該

行
政
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

の
廃

棄
に

つ
い

て
官

房
長

の
了

承
を

得
る

。 

(
７

)
 
大

臣
官

房
総
務

課
長

は
、
前
号
に

お
い

て
官

房
長

が
了

承
し

た
結

果
に

つ
き

委
員

長
及

び
外

務

大
臣

に
報

告
し

、
そ

の
了
承

を
得

る
。
審

査
結

果
に
つ

き
委

員
長
及

び
外

務
大
臣

が
了

承
し

な

い
場

合
に

は
、

外
務

大
臣
が

当
該

審
査
結

果
の

適
否
を

判
断

す
る
。

大
臣

官
房
総

務
課

長
は

、
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委
員
長
及

び
外

務
大
臣

の
判

断
を

主
管

文
書

管
理

者
に

通
知

す
る

。
 

(
８

)
 

前
号

ま
で

の
審

査
を

実
施

し
た

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
が

次
条

の
規

定
に

よ
り

外
交

史
料

館

に
移

管
さ

れ
る

時
は

、
外
務

大
臣

が
利
用

の
決

定
を
行

う
前

に
、
当

該
行

政
文
書

フ
ァ

イ
ル

等

の
外

交
史

料
館

へ
の

移
管
前

の
主

管
文
書

管
理

者
の
意

見
を

確
認
す

べ
き

旨
の
意

見
が

付
さ

れ

る
も
の
と

す
る

。
 

２
 
第
４

条
に

規
定
す

る
行

政
文
書

フ
ァ

イ
ル

等
の

う
ち

、
本

省
が

保
有

し
、
委

員
会

で
審

査
を

行
う

も
の
の
審

査
（

特
別
審

査
）

の
手

続
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
１

)
 
主

管
文

書
管
理

者
は

、
前

項
第
１

号
の

審
査

に
お

い
て

、
行

政
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

の
う

ち
多

く

の
利

用
請

求
が

見
込

ま
れ
る

重
要

な
事
案

に
関

す
る
も

の
と

し
て
委

員
会

が
審
査

す
べ

き
も

の

を
指
定
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
大

臣
官

房
総

務
課

長
は

、
主

管
文

書
管

理
者

の
指

定
を

踏
ま

え
、

外
交
史
料

館
長

の
意
見

を
聴

取
し

た
上

で
、

委
員

会
で

審
査

す
べ

き
も

の
を

選
定

す
る

。
 

(
２

) 
委

員
会

は
、
前
号
の
選

定
を
受

け
、
委

員
会

が
審

査
す

る
行

政
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

を
決

定
す

る
。

委
員

会
は

、
こ

の
決

定
に
よ

り
審

査
の
対

象
と

さ
れ
た

行
政

文
書
フ

ァ
イ

ル
等
の

ほ
か

、
必

要

と
認
め
る

行
政

文
書
フ

ァ
イ

ル
等

を
審

査
の

対
象

に
加

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
３

)
 
大

臣
官

房
総
務

課
長

は
、
前
号
の

規
定

に
よ

り
委

員
会

が
審

査
す

る
こ

と
と

な
っ

た
行

政
文

書

フ
ァ
イ
ル

等
に

つ
い
て

、
前

項
第

１
号

の
移

管
審

査
の

結
果

を
委

員
会

に
報

告
す

る
。

 

(
４

)
 
委

員
会

は
、
前
号
の

規
定
に

基
づ

き
報

告
さ

れ
た

移
管

審
査

の
結

果
の

適
否

を
判

断
す

る
。
委

員
会

が
当

該
審

査
結

果
を
不

適
当

と
判
断

し
た

と
き
は

、
大

臣
官
房

総
務

課
長
及

び
主

管
文

書

管
理

者
は

再
審

査
を

行
う
。

大
臣

官
房
総

務
課

長
及
び

主
管

文
書
管

理
者

に
よ
る

再
審

査
の

結

果
が
委
員

会
に

お
い
て

再
び

不
適

当
と

判
断

さ
れ

る
場

合
に

は
、
委

員
会

の
判

断
が

優
先

す
る

。 

(
５

)
 
委

員
会

は
、
前

号
の

判
断
を

外
務

大
臣

に
報

告
し

、
そ

の
了

承
を

得
る

。
外

務
大

臣
が

委
員

会

の
判

断
を

了
承

し
な

い
場
合

に
は

、
外
務

大
臣

が
当
該

審
査

結
果
の

適
否

を
判
断

す
る

。
大

臣

官
房
総
務

課
長

は
、
外

務
大

臣
の

判
断

を
主

管
文

書
管

理
者

に
通

知
す

る
。

 

(
６

)
 
大

臣
官

房
総
務

課
長

は
、
前
号
ま

で
の

手
続

に
よ

り
移

管
す

る
こ

と
が

適
当

と
判

断
さ

れ
た

行

政
文
書
フ

ァ
イ

ル
等
に

つ
い

て
公

開
審

査
を

行
う

（
一

次
審

査
）

。
 

(
７

)
 
主

管
文

書
管
理

者
は

、
大

臣
官
房

総
務

課
長

が
定

め
る

期
限

内
に

一
次

審
査
（

前
号

の
規

定
に

よ
る

審
査

を
い

う
。

以
下
同

じ
。

）
の
結

果
に

つ
い
て

必
要

な
確
認

を
行

い
（
二

次
審

査
）

、

審
査

結
果

を
大

臣
官

房
総
務

課
長

に
報
告

す
る

。
前
号

及
び

本
号
の

審
査

結
果
が

異
な

る
場

合

に
は
、
大

臣
官

房
総
務

課
長

は
、

主
管

文
書

管
理

者
と

協
議

を
行

う
。

 

(
８

)
 
大

臣
官

房
総
務

課
長

は
、
前
号
に

規
定

す
る

手
続

を
経

て
得

ら
れ

た
審

査
結

果
を

委
員

会
に

報

告
す

る
。

た
だ

し
、

公
開
審

査
に

よ
り
、

一
部

の
行
政

文
書

フ
ァ
イ

ル
等

に
つ
い

て
廃

棄
が

適

当
と

判
断

さ
れ

た
場

合
は
、

大
臣

官
房
総

務
課

長
は
、

外
交

史
料
館

長
の

意
見
を

聴
取

し
た

上

で
、
当
該

行
政

文
書
フ

ァ
イ

ル
等

の
廃

棄
に

つ
い

て
委

員
会

へ
報

告
す

る
。

 

(
９

)
 
委

員
会

は
、
前
号
に

基
づ
き

報
告

さ
れ

た
公

開
審

査
の

結
果

の
適

否
を

判
断

す
る

。
委

員
会

が

不
適
当
と

判
断

し
た
と

き
は

、
大

臣
官

房
総

務
課

長
及

び
主

管
文

書
管

理
者

は
再

審
査

を
行

う
。

大
臣

官
房

総
務

課
長

及
び
主

管
文

書
管
理

者
に

よ
る
再

審
査

の
結
果

が
委

員
会
に

お
い

て
再

び
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不
適
当
と

判
断

さ
れ
る

場
合

に
は

、
委

員
会

の
判

断
が

優
先

す
る

。
 

(
１

０
) 

委
員

会
は

、
前

号
の

判
断

を
外

務
大

臣
に

報
告

し
、
そ

の
了

承
を

得
る

。
外

務
大

臣
が

委
員

会
の

判
断

を
了

承
し

な
い
場

合
は

、
外
務

大
臣

が
当
該

審
査

結
果
の

適
否

を
判
断

す
る

。
大

臣

官
房
総
務

課
長

は
、
外

務
大

臣
の

判
断

を
主

管
文

書
管

理
者

に
通

知
す

る
。

 

３
 

第
４

条
に

規
定

す
る

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
の

う
ち

在
外

公
館

が
保

有
す

る
も

の
の

審
査

の
手

続
は
次
の

と
お

り
と
す

る
。
 

(
１

)
 
主

管
文

書
管
理

者
は

、
大

臣
官
房

総
務

課
長

の
指

示
を

受
け

て
移

管
審

査
を

行
う

。
大

臣
官

房

総
務

課
長

は
、

当
該

主
管
文

書
管

理
者
が

行
っ

た
移
管

審
査

の
結
果

を
踏

ま
え
、

外
交

史
料

館

長
の
意
見

を
聴

取
し
た

上
で

、
移

管
審

査
の

結
果

に
つ

き
官

房
長

の
了

承
を

得
る

。
 

(
２

)
 
大

臣
官

房
総
務

課
長

は
、
官
房
長

の
了

承
を

得
た

審
査

結
果

を
委

員
長

及
び

外
務

大
臣

に
報

告

し
、
そ

の
了
承
を

得
る

。
審
査
結

果
に

つ
き

委
員

長
及

び
外

務
大

臣
が

了
承

し
な

い
場

合
に

は
、

外
務

大
臣

が
当

該
審

査
結
果

の
適

否
を
判

断
す

る
。
大

臣
官

房
総
務

課
長

は
、
委

員
長

及
び

外

務
大
臣
の

判
断

に
つ
い

て
主

管
文

書
管

理
者

に
通

知
す

る
。

 

(
３

)
 
前

号
に

続
く
手

続
は

、
第
１

項
第

３
号

か
ら

第
８

号
ま

で
の

規
定

を
準

用
す

る
。

 

４
 

本
条

に
規

定
す

る
手

続
に

よ
っ

て
保

存
期

間
の

延
長

が
決

定
さ

れ
た

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
、

延
長

後
の

保
存
期

間
が

満
了
し

た
と

き
は
、

第
１

項
、
第

２
項

又
は
前

項
の

規
定

に

よ
り

再
度

移
管

審
査

を
行
う

。
た

だ
し
、

行
政

文
書
フ

ァ
イ

ル
等
の

保
存

期
間
の

延
長

は
、

職

務
の
遂
行

上
必

要
な
限

度
に

お
い

て
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

（
行

政
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

の
外

交
史

料
館

へ
の

移
管

及
び

公
文

書
管

理
法

第
８

条
第

３
項

の
意

見
と

の
関
係
）
 

第
８
条
 

公
開

審
査
を

終
え

た
行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
は

、
速

や
か

に
外

交
史

料
館

へ
移

管
さ

れ
、
特

定
歴

史
公

文
書

等
と

し
て

一
般

の
利

用
に

供
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

そ
の

際
、

公
文

書
管

理
法

第

８
条

第
３

項
の

意
見

を
付

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
前

条
の

規
定

に
よ

る
公

開

審
査
の
結

果
を

当
該
意

見
と

み
な
す

。
 

 

（
利
用
等

規
則

第
１
４

条
第

３
項
の

意
見

提
出

機
会

と
の

関
係

）
 

第
９
条
 

外
務

大
臣
が

利
用

等
規
則

第
１

４
条

第
３

項
に

基
づ

く
意

見
提

出
機

会
の

付
与

を
受

け
た

と
き
は
、
大
臣

官
房
総

務
課

長
は
、
主
管

文
書

管
理

者
の

意
見

を
踏

ま
え

、
当

該
情

報
の

一
般

の
利

用

を
制
限
す

る
こ

と
の
適

否
を

判
断
し

、
官

房
長

の
了

承
を

得
た

上
で

、
適

当
と

認
め

る
場

合
に

は
意

見

書
を
作
成

し
、

外
交
史

料
館

長
に
送

付
す

る
。

 
  

 
 
附

 
則
 

 
こ
の
訓

令
は

、
平
成

２
２
年
５
月
２
５

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

附
 
則
 

 
こ
の
訓

令
は

、
平
成

２
２
年
７
月
１
日
か

ら
施

行
す

る
。
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附
 
則
 

 
こ
の
訓

令
は

、
平
成

２
２

年
１
１

月
２

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

附
 
則
 

 
こ
の
訓

令
は

、
平
成

２
３

年
４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
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